
「世田谷区立北烏山五丁目広場設計及び住民参加検討外業務委託」 

公募型プロポーザル 

 提案書提出に向けた参考資料 

 

（１）計画の目的 

本計画は、計画地を街区公園の機能を果たす広場として整備することで、周

辺の公園機能の不足を解消するとともに、オープンスペースの確保、地域住民

の憩い・レクリエーションの場とすることを目的とする。 

 

（２）世田谷区の方針 

当該地は、世田谷区立身近な広場条例に基づく身近な広場（規則別表）とし

て、賃貸借契約期間が令和５年１１月から令和１５年１０月まで（10年間）

となっている。そのため、令和１５年 11月以降の継続使用については未定で

あることから、初期投資の規模については慎重に検討する必要がある。 

 

（３）提案書に求める内容 

区は当該地にて、令和６年１月より、月 2回程度「花と原っぱの日」と名付

けた花やみどりに関する活動を実施しており、花苗や球根等の植え付け、維持

管理を行いながら広場に関する意見交換も実施している。 

また、広場整備後、「花と原っぱの日」の活動を通して、区民活動が発展し

継続的な活動の場として当該広場が活用されることを期待する。 

そこで本プロポーザルでは、「花と原っぱの日」の活動趣旨を踏まえ、４月

以降の「花と原っぱの日」の企画、運営について、また、住民協働プログラム

の企画提案を通して設計への反映方法を明らかにすること。 

 

（４）花と原っぱの日の活動状況 

   別紙のとおり 



花と原っぱの日について 

 

（１）目的 

世田谷区立北烏山五丁目広場は、令和 5年 12月末に暫定開放し、令和 6年

度から住民協働による計画及び設計を予定している。令和 6 年度の公園づくり

に先立ち、新たな地域コミュニティの場となるイベントを開催し、今後の公園整

備に向けて機運を醸成することを目的とする。 

 

（２）活動予定 

   ・1月 14日（日）準備回 

   ・1月１９日（金）第 1回 

   ・1月２８日（日）第 2回 

   ・２月 ７日（水）第 3回 

   ・2月２５日（日）第 4回 

   ・3月１５日（金）第 5回 

   ・3月２４日（日）第６回 

 ※４月以降の活動については、世田谷区立北烏山五丁目広場設計及び住民参

加検討外業務委託受託事業者に引き継ぐ予定である。 

 

（３）活動結果 

【準備回：1月 14日（日）】 

①実施内容 今後の活動の告知・出入口部分への花苗植え付け 

花苗の種類：パンジー、ノースポール白、アネモネ 

②来園者数 １８名 

③主な意見 

 

・ベンチがあってひなたぼっこができればいい。 

・ベンチがあった方がよいのか要検討 

・トイレがあるとよい 

・防災公園になるとよい 

・いろいろな花があるときれい 

・朝や夜も使いたい。平日日中は仕事しているので朝夜に

犬の散歩をしたい 

・原っぱを生かして少し木も欲しい 

・桜の木が残ってよかった。一番早く咲く河津桜だと思う 

・「いろいろなもの」はいらないと思う 

・犬の散歩のルールづくりが望ましい。おしっこをしたと

きは水をかけるなど 

別紙 



・既に子どもを遊ばせている（近隣） 

・ボール遊びはなしの方がいいと思う（近隣） 

・木を植えると管理が必要なことに留意 

・雑草を抜きたい 

・広場の運営側に興味がある 

④実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1回：1月１９日（金）】 

①実施内容 球根の植え付け 

球根の種類：チューリップ８０個 

②来園者数 ２１名 

③主な意見 ・日よけ、雨よけ、あるとよい 

・夏のことを思うと、木陰が少しあるといい 人工物が少な

く自然に近い風の通る場所になったらうれしいです 

・おむつ交換のできるトイレのある公園  

・散歩の途中に座れるベンチがあると良い 

・ボール遊びができると良い。どこに行っても子供たちが自

由には遊べず、「外で遊んできなさい」という時代では無く

なってしまった。だから、みんなスポーツクラブに通って

いる 

・夕陽がとても綺麗な場所。夕陽が見えて、青空が見えて、

星空も見えて深呼吸できる場所だと良いです 

・できるだけ自然のまま、原っぱは必要。あまり段差がない



ように 

・例えばキックボードなどができる舗装部分もあると良い  

・一輪車には転んでも土の地面の方が安心 

・地域で手を入れている花壇はやはり目が行き届くので良い 

・近くの高齢者施設などにも声をかけて一緒にできると良い 

④実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回：1月２８日（日）】  

①実施内容 球根の植え付け 

球根の種類：スイセン 300個 

②来園者数 ２４名 

③主な意見 ・90 歳の母が電動車椅子で入れるといい。現状の入り口の

段差程度は大丈夫なので、広場に入って、ベンチまで車い

すで通れる道 

・犬の散歩で広場内を一周できるコースがあるといい 

・犬のたまり場のニーズがありそう 

・朝に散歩できるといい 

・ドッグラン 

・ベンチがあるといいな 

・ぼーっとできるベンチ 

・木陰にミスト 

・しろつめ草がつめる原っぱ 

・水道があったらいいな 

・子どもが遊べる遊具をつくってほしい 



・人がいっぱい集まるところ 

・土をいじれるところ 

・こまやドッチボールができる公園がいい 

④実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第３回：２月７日（水）】  

①実施内容 どのような植物を植えたいか・広場開設に向けての意見交換 

②来園者数 １０名 

③主な意見 ・入口は華やかにしたい 

・低木で花のリレー 

・シンボルツリーで日陰ができるとよい 

・西側には生垣あると良い 

・常緑の植物 

・敷地の高低差を生かせるとよい 

・鳥が来る木 

・高速があるけど静か 

・空が広い。プラネタリウムみたい 

・犬のマナー教室 

・周りは住宅地なのに開放的 

④実施の様子  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【広場整備について】 
世田谷区 みどり33推進担当部 
公園緑地課 建設担当 向吉(むこうよし)
TEL:03-6432-7910  FAX:03-6432-7989 

【花と原っぱの日について】
一般社団法人ななつのこ　花と原っぱの日担当
Eメール:kitakarasuyama@nanatsunoko.com
TEL:050-1809-8457（留守電対応の場合あり）
【協働運営】　NPO法人グリーンワークス

寺町通り区民集会所
みどり会館

北烏山五丁目

北烏山
四丁目

北烏山
八丁目

北烏山七丁目

北烏山六丁目
中央自動
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町
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り

N

開放時間

ルール

当該地を身近な広場として開設することとなり、本整
備前に区民の皆様に有効活用いただくため、12月
より暫定開放することとしました。
暫定開放期間中に、「花と原っぱの日」と名付けた
緑化活動を行い、活動を通じ、広場の整備に向けた
意見交換も行う予定です。
なお、令和6年度よりワークショップや活動をとおし
て広場の設計検討を行い、令和7年度に整備を予定
しています。お気軽にお越しください。　 活動予定日

2/7日(水)25(日)　3/15(金)24(日)
花だんづくりなど花やみどりに関する
活動を行います。

第1回　1月19日（金）
第2回　1月28日（日）
午前10時～12 時
ご都合の良い時間にお越しください。
ふらっとお立ち寄りも大歓迎です。

北烏山五丁目広場

「花と原っぱの日」
を開催します

みんなで広場に球根を植えて
春の花を咲かせよう

どんな広場になったらよいか
一緒に考えていただける方！

 　　　　  場　所
北烏山五丁目広場 (北烏山5-4) 
※雨天時は、寺町通り区民集会所
(北烏山 5-1-4)で意見交換のみ
実施する場合があります。

　　　　    内　容
・花だんへの球根の植え付け
　(100個／日程度) 

・広場開設に向けた意見交換

花やみどり、広場での活動に
　ご興味のある方！

暫
定
開
放
中
の
使
い
方

案
内
図

お
問
い
合
わ
せ
先

参加
費無
料

参加者大募集

北烏山五丁目広場
徒歩や自転車で
お越しください。

● 11月～2月：午前9時～午後4時
● 3月～10月：午前9時～午後5時
広場の上に送電線があるため、 
ボール遊びやドローンの使用、 
凧揚げはやめましょう。
草花を大切にしましょう。
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暫定開放期間中には「花と原っぱの日 」と名付けた緑化
活動を行い、活動を通じ、広場の整備に向けた
意見交換も行います。

当該地を身近な広場として、本整備前に区民の皆様に
有効活用いただくため、令和5年12月より暫定開放しています。

活動予定日　3/15(金)24(日)
令和6年度よりワークショップや活動をとおして広場
の設計検討、令和 7年度に整備を予定しています。

第3回　2月　7日（水）
第4回　2月25日（日）
午前10時～12 時
ご都合の良い時間にお越しください。
ふらっとお立ち寄りも大歓迎です。（仮称）

北烏山五丁目広場

「花と原っぱの日」
を開催します
みんなで広場の花だんを

お手入れして
春の花を咲かせよう

どんな広場になったら
よいか一緒に考えて
いただける方！

 　　　　  場　所
北烏山五丁目広場 (北烏山5-4) 
※雨天時は、寺町通り区民集会所
(北烏山 5-1-4)で意見交換のみ
実施します。その際は、広場での
スタッフによる案内と現地掲示を
行います。

　　　　    内　容
・花だんのお手入れ
・広場開設に向けた意見交換

 花やみどり、
広場での活動に
ご興味のある方！
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● 11月～2月：午前9時～午後4時
● 3月～10月：午前9時～午後5時
広場の上に送電線があるため、 

ボール遊びやドローンの使用、 凧揚げは
やめましょう。草花を大切にしましょう。


